
群
馬
県
版
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

県
民
ア
ン
ケ
ー
ト

　
県
が
来
年
度
に
導
入
を
目
指
し
て
い
る

「
群
馬
県
版
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
」
の
デ
ザ
イ
ン
案
が
完
成
し
た
の
で
、
県

民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
参
考
に
デ
ザ
イ
ン

が
決
ま
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

期
間
▼
10
月
3
日（
月
）〜
21
日（
金
）

参
加
・
投
票
方
法
▼

①
ぐ
ん
ま
電
子
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム

②
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
郵
送
・
メ
ー
ル
・
F

Ａ
X（
用
紙
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

投
票
資
格
▼
県
内
在
住
、
在
勤
・
在
学
の
人

（
投
票
は
1
人
に
つ
き
1
回
ま
で
）

そ
の
他
▼
デ
ザ
イ
ン
候
補
案
、
ア
ン
ケ
ー
ト

用
紙
な
ど
、
詳
細
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ
▼

県
地
域
創
生
課

（
☎
0
2
7

－

2
2
6

－

2
3
5
2
）

安
中
産
米
の

      

食
味
検
査
の
ご
案
内

　
市
は
、
安
中
産
米
の
品
質
向
上
と
ブ
ラ
ン

ド
化
の
推
進
支
援
の
た
め
、
玄
米
お
よ
び
精

米
の
食
味
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
食
味
検
査
で
は
近
赤
外
線
分
析
に
よ
り
、

水
分
、
タ
ン
パ
ク
質
、
ア
ミ
ロ
ー
ス
、
脂
肪

酸
度（
玄
米
の
み
）を
測
定
し
食
味
値
を
出
す

こ
と
で
、
お
米
の
お
い
し
さ
を
客
観
的
に
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
安
全
・
良
質
な
米
作
り
の
一
助
と
し
て
、

ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

検
査
対
象
者
▼

市
内
の
水
田
で
収
穫
し
た
米
穀
を
販
売
す
る

個
人
、
法
人
、
地
域
営
農
集
団
に
所
属
し
て

い
る
人

持
ち
物
▼

計
測
し
た
い
玄
米
ま
た
は
精
米
90
㎖（
約
80

g
）

受
付
▼

□松 

農
林
課
窓
口
で
受
付
し
ま
す
。
申
請
書
は

窓
口
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

受
付
日
時
▼

月
曜
〜
金
曜
日
、
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
計
測
は
1
回
に
つ
き
数
十
秒
ほ
ど
で
す

が
、
機
器
の
起
動
や
設
定
の
変
更
に
10
分
ほ

ど
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

問
合
せ
▼

□松 

農
林
課
農
林
振
興
係

（
☎
内
線
2
6
1
2
）

令
和
4
年
度

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー

　
　
　
　補
助
金
に
つ
い
て

　
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金
は
、
高
齢

者
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

中
小
企
業
事
業
者
に
よ
る
職
場
環
境
改
善
な

ど
の
安
全
衛
生
対
策
の
実
施
に
要
し
た
経
費

に
対
し
、
国
が
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で

す
。

　
高
齢
者
に
と
っ
て
危
険
な
場
所
や
負
担
の

大
き
い
作
業
を
解
消
し
、
働
き
や
す
い
職
場

環
境
を
つ
く
る
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
活
用
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
事
業
者
▼

60
歳
以
上
の
労
働
者
を
常
時
1
人
以
上
雇
用

し
、
労
働
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
小
売

業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
卸
売
業
な
ど
を
営
ん
で

い
る
事
業
者

申
請
期
限
▼
10
月
31
日（
月
）

問
合
せ
▼

（
一
社
）日
本
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
会
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金
事
務
セ

ン
タ
ー

（
☎
0
3

－

6
3
8
1

－

7
5
0
7
）

※
午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
1
時
〜
4
時

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　提
出
は
お
済
み
で
す
か

　
老
齢
年
金
は
所
得
税
法
に
よ
り
「
雑
所

得
」
と
し
て
課
税
の
対
象
で
す
。
支
払
わ
れ

る
年
金
か
ら
各
種
控
除
を
行
い
、
残
り
の
額

か
ら
所
得
税
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
「
扶
養
親
族
等
申
告

書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
期
限
ま
で
に

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が
送
ら
れ
る
老

齢
年
金
受
給
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
65
歳
以
上
で
年
間
1
5
8
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
て
い
る
人

・
65
歳
未
満
で
年
間
1
0
8
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
て
い
る
人

　
こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
、
扶
養
控

除
な
ど
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
税
金
が
多

く
徴
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は
税
金

が
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ら
の
み
を
受

給
し
て
い
る
人
に
は
扶
養
親
族
等
申
告
書
は

送
ら
れ
ま
せ
ん
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
に
つ
い
て

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金

な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下
の

年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。
今
年
度
に
新
た
に
対
象
に
な
る
人
は
、

請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
案
内
や
事
務

手
続
は
、
日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が

行
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
▼

〇
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
て
、
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の
所
得
額

の
合
計
が
8
8
1
，
2
0
0
円
以
下

〇
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
て
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人

・
前
年
の
所
得
額
が（
4
，
7
2
1
，
０
０

０
円
+
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円
※
）以
下

※
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70
歳
以
上
の
人

ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
の
場
合
は
48
万
円
、

特
定
扶
養
親
族
ま
た
は
16
歳
以
上
19
歳
未
満

の
扶
養
親
族
の
場
合
は
63
万
円

請
求
手
続
▼

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
順
次
通
知
が
送
付

さ
れ
ま
す
。
手
続
が
必
要
な
人
に
は
、
請
求

書（
ハ
ガ
キ
形
式
）が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
今
年
度

中
に
世
帯
構
成
な
ど
が
変
更
に
な
り
要
件
を

満
た
す
よ
う
に
な
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
請

求
書
が
届
き
ま
せ
ん
。
□本 

国
保
年
金
課
、
□松 

住
民
福
祉
課
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き
は

　
　
　
　す
み
や
か
に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う

　
年
金
を
受
け
る
権
利
は
死
亡
す
る
と
喪
失

し
ま
す
。
年
金
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き

は
、
「
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
を
14
日
以

内
に
年
金
事
務
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
が
過
払
い
に
な

り
、
遺
族
の
人
か
ら
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
生
計

を
と
も
に
し
て
い
た
三
親
等
以
内
の
遺
族
が

い
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
死
亡
し
た
月
の

分
ま
で
の
年
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
ま
だ
受

け
取
っ
て
い
な
い
年
金
が
あ
る
場
合
は
、
未

支
給
年
金
を
請
求
で
き
ま
す
の
で
、
年
金
受

給
権
者
死
亡
届
と
一
緒
に
「
未
支
給
年
金
・

保
険
給
付
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
提
出
す
る
際
に
は
次
の
添
付
書
類

が
必
要
で
す
。

添
付
書
類
▼

・
「
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
の
み
を
提
出

す
る
場
合

①
死
亡
し
た
人
の
年
金
証
書

②
死
亡
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類（
住
民
票
除
票
、
死
亡
診
断
書（
コ

ピ
ー
可
）な
ど
の
い
ず
れ
か
）

・
未
支
給
年
金
を
請
求
す
る
場
合
は
、
前
記

の
①
・
②
に
加
え
て

③
死
亡
し
た
受
給
者
と
請
求
者
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
戸
籍
謄
本（
全
部
事
項
証

明
書
）な
ど

④
生
計
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類（
世
帯
全
員
の
住
民
票
な
ど
）

⑤
請
求
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る

も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

※
一
部
の
添
付
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す

　
こ
れ
以
外
に
も
添
付
書
類
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
高
崎
年
金
事
務
所
ま
で

必
ず
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装
っ
た

　不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口

座
番
号
を
聞
い
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭

を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
制
度
な
ど

を
詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

高
崎
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

（
☎
0
2
7

－

3
2
2

－

4
2
9
9
）
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▲市ホームページ

INFORMATION市民 INFORMATION市民

▲食味検査機

地域おこし協力隊
活動報告 Vol.44

　秋間梅林で活動している黛です。
　活動を始めてから、あっという間に1年が経ちました。
　梅の産地である秋間梅林の存続のために商品開発や販路開
拓をしていくには、農家さんがどのような想いで梅を育てて
いて、梅がどのように育つのかを知る必要があります。初年
度は「梅の栽培」を学ぶ貴重な1年になりました。秋剪定か
ら始まり、草刈り、肥料撒き、開花祭、消毒、収穫、出荷、
夏剪定と一周し、また秋剪定が始まります。
　2年目は、引き続き梅を育てながら、商品開発と販路開
拓、イベント出
店 や 秋 間 梅 林
PRに力を入れ
ていきたいと思
います。新たな
商品が生まれる
ことを楽しみに
していてくださ
い。

▲公式SNS

https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/chiikiokoshi_sns.html

